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令和7年度 北野・旧居留地エリア花壇管理業務委託 仕様書 
 

Ⅰ総則 

1．業務目的 

本業務は、「花のプロムナード」「ふれあい花壇」等の花壇に一年草・宿根草等を組み合わせて植

栽し、四季を通じて花を観賞できる花壇として管理するだけでなく、植物を美しく見せるために周辺

の樹木等の管理もあわせて行い、高質な都市景観の形成を図るとともに、民間事業者の知識経験や創

意工夫を活かした良好な市民サービスを提供するため、委託業務の事業者を公募により選定し、花壇

を常に良好な状態に維持管理することを目的とする。 

 

2．業務名称 

 北野・旧居留地エリア花壇管理業務委託 

  

3．業務場所 

 作業場所は、別添「位置図」参照。 

 

4. 業務内容 

北野・旧居留地エリア（別添位置図）の花壇及び花壇周辺の植栽等を良好な状態に維持するため

に、必要な管理作業等を自主的に判断し、本協会の承諾により適正に実施する。 

標準的な作業回数等については別添「数量総括表」「花壇手入れ・灌水作業標準回

数」を参照とするが、各作業の回数等詳細については天候の変化等に留意して必要な増

減を行うものとする。各作業は本協会の承諾を得てから行うものとする。 

（作業内容） 

花壇及びフラワーベース植栽工、テラコッタ植栽工、薬剤散布、土壌改良、施肥、芝生刈込、

コニファー等の手入れ、地被類（ヘデラ等）の手入れ、宿根草手入れ、中低木刈込み、花ガラ摘

み・摘芯、除草作業、清掃作業、灌水作業 

 

（1）毎月２５日までに（花壇管理者連絡会が開催される場合はその日までに）次月の月間予 

定表を本協会に提出し承諾を得る。 

（2）毎週金曜日までに次週の週間予定表を本協会に提出する。 

（3）作業予定に変更が生じた場合は、当日までに本協会に連絡する。 

（4）原則として、官公庁の休日または夜間に作業を行ってはならない。やむを得ず作業を 

行う場合は、休日作業願を提出し承諾を得ること。 

 

5. 業務委託の期間 

業務委託期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までとする。 

（ただし、毎年契約継続の可否について審査を行うものとする） 

 

6. 仕様書の適用 

本仕様書は、「北野・旧居留地エリア花壇管理業務委託」を実施するためのものである。仕様書 

に定めの無い事項又は疑義が生じた場合、その都度、本協会と受託者が協議の上、業務を実施す 

るものとする。 

 

7．法令の遵守 

業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守しなければならない。 
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8．業務計画書の作成 

受託者は、契約締結後すみやかに業務計画書を作成し、本協会に提出した上で監督員に承諾を得

なければならない。また、業務実施期間中は進捗状況等を定期的に報告すること。なお、その内容

を変更しようとする時は協議とする。業務計画書には、次の事項を記載するものとする。 

（1）業務概要 

（2）実施方針 

（3）業務工程 

（4）業務実施体制 

（5）打合せ計画書 

（6）緊急連絡先 

（7）勤務時間外連絡先 

（8）その他必要とするもの 

 

9. 業務報告書 

  受託者は、業務の実施状況等について、四半期ごとに業務実績を本協会へ報告すること。また、 

本協会が業務の実施状況等の報告を求めたときは随時報告すること。 

 

10.個人情報・機密の保持 

受託者は、業務上知り得た個人情報及び機密を他に漏らしてはならない。 

 

Ⅱ 業務内容 

 

1．飾花計画の策定・Living Nature Kobe 

  神戸市の推し進める「自然の景」の創出による新たな緑と花のブランディングの取組である

「Living Nature Kobe」を意識した花壇を1箇所以上設置すること（希望者にはLNKガイドラインを 

PDF形式で配布する）。 

花壇設置にあたり、植栽計画を本協会に事前に提出すること。宿根草を使用する場合は本協会が 

箇所ごとに提示する植栽数量に縛られないものとする。 

他の花壇についても「Living Nature Kobe」の考え方を取り入れ宿根草を導入する場合、同様に 

植栽数量に縛られないものとする。 

  また、Living Nature Kobe花壇について市・本協会よりヒアリングを求められた場合、協力する 

こと。 

 

2．花壇及びフラワーベース植栽工 

草花を花壇及びフラワーベースに植栽する。草花Ａ、Ｂ、Ｃ，Ｄ、Ｅ、Ｆ、小低木等の価格は原 

則として（表1）による。ただし、これと異なる価格帯の植物を使用する場合は新たな価格帯を設

けることが出来るものとする。 

（1）一年草については、年３回程度植え替えを行うこと。（夏花壇、秋花壇、冬～春花壇）ただし、 

草花の状態等の諸条件による植替回数の変更は本協会と協議し、承諾の上可能とする。 

（2）植え替えは一度にすべてを入れ替えるのではなく、草花の成長に合わせて適期に行うこと。 

（3）花壇ごとに特徴をもたせた植栽を行うこと。 

（4）季節感の演出に努め、一年を通じて変化をもたせること。  

（5）（表１）以外の草花も積極的に使用すること。 

（6）植替面積は、別添「数量総括表」の面積を参考とすること。 

（7）植栽密度は、一年草25株／㎡（vp9㎝）、宿根草25株／㎡（vp9㎝）を標準とする。 

（8）使用する草花は、ポット栽培品を原則とし、高さ・品質等の均一なもので、病虫害の無い優 
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良なものとする。また、特に指定のある場合を除き、開花している状態で入荷し、花芽の十分

に付いたものを使用すること。 

（9）使用する花苗数量の検収写真を提出すること。（状況写真と数量表を使った提出も可とす

る。） 

（10）植え替え直後は、十分な灌水を行い、早期に定着するよう努めること。また、厭地等の影響が 

出ないよう種類の選択に配慮すること。 

（11）草花植栽作業には、古い草花の抜取りを含むものとする。 

（12）植え替え時には元肥として、緩効性肥料（こうべSDGs肥料・マグアンプＫ･花工場21等）を肥 

料の標準施肥量を守って施すこと。 

（13）植え付けにあたっては、根鉢を崩し、現場土との馴染みを良くすること。 

（14）植え替え時に必要に応じて、植栽土の補充または、すき取りを行うこと。補充する客土は、有 

機質及び無機質の土壌改良が施された培養土を用いること。 

（15）コニファー等の植栽にあたっては、場所に応じて鉢にいれたまま植栽することもあるので、事 

前に本協会と相談すること。必要に応じてアンカー等の盗難防止措置を行うこと。 

（16）花壇手入作業や灌水作業で枯損、損傷、抜き取り等が見られた場合、速やかに補植を行うこ 

と。部分的（４０株未満）補植については、随時行い速やかに報告すること。大規模な場合 

は、種類の変更を含めて、本協会と協議し、承諾の上作業すること。 

（17）植栽に使用する植物材料に際しては、下記のⅠ・Ⅱに示すリストに記載されている植物は原則 

として使用してはならない。 

Ⅰ．環境省・農林水産省発行「生態系被害防止外来種リスト（我が国の生態系等に被害を及ぼすお

それのある外来種リスト）」のうち、緊急対策外来種のもの（表2-1） 

Ⅱ．神戸市環境局発行「神戸の希少な野生動植物 神戸版レッドデータ2020」の「神戸版ブラック

リスト2020」に記載されている植物（表2-2） 

 表2－1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

表2－2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アレチウリ、オオキンケイギク（コレオプシス・ランケオラータ）、ツルヒヨドリ（ツルギク、ミカニア・ミ

クランサ）、オオハンゴンソウ（ルドベキア・ラキニアータ、ハナガサギク、ヤエザキハンゴンソウ、ヤエザ

キオハンゴンソウ）、ナルトサワギク（コウベギク）、アメリカハナグルマ（ミツバハマグルマ、ホコガタギ

ク、外来アゾラ類（外来アゾラ、外来アカウキクサ）、ナガエツルノゲイトウ（ミゾツルノゲイトウ、ミズツ

ルノゲイトウ）、オオバナミズキンバイなどを含むルドウィギア・グランディフロラ、オオフサモ（パロット

フェザー、スマフサモ、ヌマフサモ）ブラジルチドメグサ、オオカワジシャ（オオカワジサ）、ミズヒマワリ

（ギムノコロニス）、スパルティナ属、ボタンウキクサ（ウォーターレタス） 

コンテリクラマゴケ、外来アゾラ類、オランダガラシ、イタチハギ、アレチヌスビトハギ、ハリエンジュ、ア

レチウリ、コマツヨイグサ、オオフサモ、ブラジルチドメグサ、ウチワゼニグサ、ツルニチニチソウ、オオフ

タバムグラ、メリケンムグラ、アメリカネナシカズラ、アメリカアサガオ、マルバアメリカアサガオ、マメア

サガオ、マルバアサガオ、ホシアサガオ、ヤナギハナガサ、アレチハナガサ、フサフジウツギ、ウキアゼナ、

オオカワヂシャ、エフクレタヌキモ、オオキンケイギク、キクイモ、オオハンゴンソウ、ナルトサワギク、セ

イタカアワダチソウ、メリケントキンソウ、アカミタンポポ、セイヨウタンポポ、オオカナダモ、コカナダ

モ、ホテイアオイ、キショウブ、ノハカタカラクサ、シナダレスズメガヤ、キシュウスズメノヒエ、チクゴス

ズメノヒエ、モウソウチク、セイバンモロコシ、シュロ、トウジュロ、ボタンウキクサ、シュロガヤツリ、メ

リケンガヤツリ、オオバヤシャブシ※、園芸スイレン、タチバナモドキ、トキワサンザシ、ヤマハギ※、メド

ハギ※、マルバハギ※、ナンキンハゼ、トウネズミモチ、セイヨウイボタ（ヨウシュイボタ）、オニウシノケ

グサ、ネズミホソムギ、ネズミムギ、ホソムギ、ボウムギ、フサジュンサイ、ニワウルシ、オオブタクサ、ナ

ガエツルノゲイトウ、ナガバオモダカ、オオバナミズキンバイ、ミズヒマワリ、トウコマツナギ、シナイボタ 

【注】(※)印の植物については、兵庫県内産のみ使用できる。(※)印の植物を使用する際は、兵庫県内産（県

内で種子が採種されるなど産地が県内であるもの）であることを明らかにし、監督員の承諾を得なければな

らない。 
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3．ハンギングバスケット・テラコッタ植栽工 

既設のテラコッタ等の鉢に草花Ａ・Ｂ・Ｃ・D・Ｅ、Ｆ、ミニバラ等を組み合わせた寄せ植えを作 

成し設置する。 

・ハンギングA    φ40㎝程度のつり鉢で概ね15株程度 

 ・テラコッタA    φ30㎝程度のテラコッタ等の鉢で、概ね7株程度 

・テラコッタB    φ40㎝程度のテラコッタ等の鉢で、概ね10株程度 

 ・テラコッタC  φ50㎝程度のテラコッタ等の鉢で、概ね10株程度 

（1）ハンギングバスケットは年1回植替を行い、気候によって様子を見ながら概ね４～６月の期間 

に設置すること。 

（2）ハンギングの用土は十分保水力をもつ培養土を使用すること。 

（3）ハンギング・コンテナの設置にあたっては、歩行者等の安全を十分確保しながら行うこと。 

（4）ハンギングバスケットの設置にあたっては、強風など悪天候時に備えワイヤー等を使用して支 

柱との連結部分を補強すること。 

（5）ハンギングバスケット設置作業には、古いバスケット撤去を含むものとする。 
  

4．花壇手入れ作業 

  花壇を良好な状態に維持するために必要な作業を行う。原則として２人１組、１回当たり半日を

単位とし、 

作業内容に応じて必要な人員で作業を行うこと。すべての花壇で週１回以上の作業を行うこと。

（標準作業回数は別表を参考） 

（1）薬剤散布 

   病虫害の発生に応じて、適宜行うこと（12回／年を目安）。使用薬剤は、特に指定の無い限り液

剤とし、スミチオンを標準とするが、発生した病虫害に対応した適切な薬剤を使用すること。作

業は風のない日時を選んで行い、歩行者等の安全を十分確保しながら行うこと。            

（2）土壌改良 

  必要に応じて、フラワーベース等の土の入れ替えを行うこと。作業時期、作業対象は本協会と協

議のうえ決定するものとする。 

（3）施肥 

鉢については、半月に１回を目安として、液肥を施すこと。液肥は 肥料メーカーの草花向けの

標準希釈倍率を標準とする。花壇・フラワーベースについても適宜液肥を施すこと。 

（4）芝生刈込み 

花壇周辺（背景及び一帯となっている範囲）の芝生地について年４回を標準とし、芝刈りを行

うこと。 

（5）コニファー等の手入れ 

整枝、枯木・枯枝の撤去を行い、徒長枝の剪定・刈込み等を行うこと。 

（6）地被類（ヘデラ等）手入れ 

    花壇・フラワーベースに植栽した地被類については、年3回程度刈込みを行うこと。 

（7）宿根草手入れ 

   花後の剪定や、冬季の養生など、継続して花が咲くために必要な作業を行うこと。 

（8）中低木刈込み 

   花壇周辺の中低木類の刈り込みを行うこと。ヒラドツツジ、ボックスウッドは年１回、プリペ 

ット、シャリンバイ等は年２回、アベリアについては年3回を標準とする。 

（9）花ガラ摘み・摘芯 

花つきをよくするため、花ガラを丁寧に除去するとともに、株の生育をうながすよう適宜、摘

芯を行うこと。 

（10）除草作業 

花壇及び周辺植栽地に生えている雑草を伐根除去すること。 
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（11）清掃作業 

花壇及び植栽地内に捨てられているゴミを除去・処分すること。併せて花壇の美観を損なうよ

うな周辺のゴミも除去・処分すること。 

 

5．灌水作業 

花壇を良好な状態に維持するために必要な灌水を行う。原則として２人１組、１回当たり半日

を単位と 

し、原則として午前中に実施すること。散水栓が設置されているところについては、手撒き灌水を

原則とし、散水栓が設置されていない場所については、散水車で灌水を行うものとする。また、灌

水作業の実施には、清掃作業及び除草作業等簡易な管理作業を含むものとする。（標準作業回数は

別表を参考）散水栓使用時はメーター確認し、使用水量を記録すること。 

（1）花壇灌水 

自動灌水装置のある現場については、自動灌水装置が良好に作動しているかをチェックし、 

シーズンによって作動時間を変更すること。十分に灌水されていない部分があれば手撒きによ

る補助灌水を行うこと。また、花壇周辺の中低木に対しても必要に応じて灌水を実施するこ

と。 

（2）フラワーベース灌水 

底面給水付フラワーベースのある現場については、点検孔からタンク内水量をチェックし、不

足している場合は給水すること。チェックの目安としては、夏場は４～５日に１回、春秋は２

週間に１回、冬場は３週間に１回程度とする。 

（3）散水車への給水については、原則受託者が行うこと。 

 

6．ごみ処理方法 

（1）作業に伴うごみの処分については、市が指定するごみの区分（可燃・不燃・資源）に合わせて分

別を徹底し、原則指定袋に入れて市環境局の定める処分地へ搬入・処分すること。また、使用し

た指定袋の数量を確認できる資料を提出すること。 

（2）植替えのため抜き取った草花など「分別区分が同一」であるごみを大量に処分する際に、指定

袋の適用除外を受ける場合は、事前に本協会と協議の上、所定の手続きを行い、「一般廃棄物

搬入・承認申請書」（写）及び処分券（写）を提出すること 

 

7．業務責任者 

（1）受託者は、本業務の履行にかかる業務責任者を選任し、その氏名連絡先その他必要な事項を書

面により本協会に通知しなければならない。これらを変更した場合も同様とする。 

（2）業務責任者とは本業務の履行に係る責任者であり、本業務を統括し、その運営・取締・作業に

関する一切の事項の処理を行うものとする。 

（3）業務責任者は、本協会との連絡を密にし、本作業に係る履行管理、人員の配置等の履行体制の

報告等については原則として、書面をもって行うものとする。 

（4）業務責任者は毎作業日について、安全管理状況も含めた作業の履行状況を確認すること。 

（5）本協会は業務責任者が業務を適正に行っていないとき、その他必要と認めるときは、業務責任

者の交代等その理由を明示した文書により必要な措置をとるべきことを請求できる。 

（6）本協会が受託者に対し業務に関する指示を行うときは、急を要する場合を除くほか、原則とし

て業務責任者に対して書面にて行うものとする。 

 

8．設備等の使用 

(1)受託者は業務の履行のために使用する設備・工器具類・消耗品等を受託者の責任と費用

負担により調達しなければならない。 
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9．安全管理 

（1）受託者は事故防止・安全管理に充分注意し、現場条件に応じて交通誘導員や必要な工事標示板・

セーフティーコーン・セーフティーバー等の保安施設を設置し、安全管理を徹底すること。なお、

これらの保安施設には風で転倒しないよう、重石を設置するなど対策を講ずること。保安施設等

は「神戸市土木請負工事必携」の「道路工事現場における保安施設等の設置基準」に基づくこと

とし、「保安施設等の設置、交通誘導員の配置方法」を参考に道路使用許可申請（警察協議）を

行い、必要な保安施設等の設置を行うこと。なお、道路形状等により「保安施設等の設置、交通

誘導員の配置方法」によることが困難な場合は監督員と協議の上、十分な安全管理を行うこと。 

「保安施設等の設置、交通誘導員の配置方法」は下記に掲載している。 

神戸市 HP ホーム > https://www.city.kobe.lg.jp/documents/6811/hoanshisetsu.pdf  

（2）作業にあたっては、歩行者及び周辺住民・沿道店舗等に迷惑を及ぼさないよう十分配 

慮すること。必要に応じて作業前の声かけなどの周知を行うこと。 

（3）受託者は、作業員の事故を防止するために必要な服装や装備等を着用させること。 

特に高所作業においてはヘルメットの着用等必要な措置を講じること。 

（4）やむを得ず歩道に車両を乗り上げて作業を行う場合は、警察と協議の上、舗装面を養 

生するなど必要な処置を講じること。 

（5）受託者は安全管理に関する自主管理内容を確認するために「安全管理点検表」を作成 

し、これにより定期的に点検を行うこと。 

（6）受託者は「神戸市土木請負工事必携（2024 年 10 月版）」に定めるとおり、安全・訓 

練等を実施すること。 

（7）受託者は労働安全衛生法等関連法令に基づく必要な措置を常に講じること。 

 

10．手続き等 

（1）道路使用許可等の関係官公庁への必要な手続きは、受託者がその責任において遅滞 

なく行い、その書類の写しを本協会へ提出すること。 

（2）前項に要する費用は全て受託者の負担とする。 

 

11．業務報告 

（1）本協会の指示により、業務報告写真を提出すること。報告写真の撮影はデジタルカ 

メラによるものとする。 

（2）報告写真は作業ごとに、①作業前、②作業状況（安全管理状況を含む）、③作業後 

が明確に判別できるように同一の場所で撮影し、黒板等に①場所、②日付、③作業 

種別、④作業回数等を明示すること。 

ただし、花壇手入れ作業は①作業状況（安全管理状況を含む）、②手入れで出た     

ゴミ等の写真のみで可とする。 

また、灌水作業は①作業状況写真（安全管理状況を含む）のみで可とする。 

 （3）上記業務報告写真とは別に、3 ヶ月ごとに各業務に関する報告写真（ダイジェスト

版）を作成の上、提出すること。 
 

12．提出書類 

本業務について必要な書類は別紙１「提出書類一覧表」のとおりとする。 

 

13．その他 

（1）当作業の委託にあたって、審査の対象となった提案内容は原則として内容の変更は認めない。 

また、契約金額の５％未満の増減は契約変更の対象としないものとする。５％を超える場合は 

契約変更の対象とする。ただし、補植の花苗については、植え替え後２週間を超える場合の枯 

損や人為的要因による場合に限る。 

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/6811/hoanshisetsu.pdf
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（2）受託者から請求がある場合は、出来高検査のうえ中間払いをすることができる。支払い回数は 

精算を除き、委託期間中に３回までとする。また当該期間の作業報告書を提出し、本協会の承

諾を得るものとする。 

（3）契約期間中に新規花壇の追加、及び廃止等がある場合については、管理の追加等の具体的な内 

容について別途本協会と協議を行うこととする。 

（4）契約期間中の花壇面積の増減、飾花の追加について本協会の指示があれば対応すること。 

（5）本協会が開催する花壇管理者連絡会に出席すること。 

（6）受託者が業務を適正に行わず、本協会の指示に従わない場合や、受託者に不正行為 

がある場合は、作業の中止を命ずるとともに契約を解除することがある。 

（7）受託者は作業に関して第三者から交渉のあったときはただちに、あるいは交渉を要 

するときは事前に当協会に報告し、その指示に従うこと。 

（8）事故の発生、及び第三者に対して損害を及ぼした場合は、速やかに本協会に報告す 

るとともに、受託者の責任において解決すること。また、関係諸機関への連絡・通

報・応急措置等を行うこと。 

（9）主な花壇には、植栽の照会先、メッセージ等を記したプレートを設置できるものとする。発注 

者名、会社名、連絡先等の表記方法については、事前に当協会の承認を得ること。 

（10）花壇ディスプレイに使用するオブジェについて、のぼり・大型の旗等、神戸市都市景観条例及 

び道路管理上支障になるものについては使用しないこと。 

（11）業務履行中は、第三者又は器物等に損害を与えないように注意すること。万一損害を与えた場 

合は、全て受託者の責任において解決し、その経過を速やかに本協会に報告すること。 

（12）受託者は、常に花の状態に留意し、枯損する前に準備を行い、遅滞なく作業を行うこと。 

花壇管理や草花等について、常に新しい情報を収集し、自己研鑽に努めること。 

（13）本協会の職員が定期的に巡回し履行確認を行うものとする。 

（14）本協会との協議・承諾・指示は、規定の様式の書面をもって行うものとする。 

（15）その他、本仕様書に定めのない事項については、神戸市土木請負工事必携（令和6年10月）及

び本協会との協議によるものとする。 

（16）特定外来生物のオオキンケイギクについては、下記のURLの内容を参考に注意して作業にあた 

ること。なお、除草・草刈対象地以外で発生している場合や、広範囲に発生している場合は本 

協会に報告すること。神戸市HP ホーム >  「オオキンケイギク」対策にご協力をお

願いします。     

https://www.city.kobe.lg.jp/a66324/kurashi/recycle/biodiversity/ookinkeigiku.html#

tmp_honbun 

   また、特定外来生物のアルゼンチンアリについては、別添を参考に他地域へ拡散させないよう 

注意して作業にあたること。なお、業務場所以外で発生している場合や、広範囲に発生してい 

る場合や、広範囲に発生している場合は市に報告すること。 

（17）スポンサー付花壇については、企業のイメージや特徴を生かした植栽を心がけ、年間を通じて 

他の花壇よりもレベルの高い植栽デザインと手入れを行うこと。ボリュームや色使いについ 

て、人目をひくような目立つ花壇としてデザインすること。 

また、スポンサー看板が常に目立ってよく見えるように、特に注意を払って管理するこ 

と 。 

（飾花等により看板が目立つ工夫、看板が植栽に隠れていないか、汚れていないかなど） 

（18）神戸市民の花（アジサイ）を市民や観光客にアピールするため、適期にアジサイを効果的な場 

所に植栽し、花後も花壇内で管理すること。 

（19）市民サービスを行う場合は過度な内容は避けること 

（20）民有地の使用は不可とする 

（21）市民協働で草花植付け等を行う場合には、本協会の指示に従い対応すること。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a66324/kurashi/recycle/biodiversity/ookinkeigiku.html#tmp_honbun
https://www.city.kobe.lg.jp/a66324/kurashi/recycle/biodiversity/ookinkeigiku.html#tmp_honbun
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（22）当業務におけるテーマやアニバーサリー企画等について、記者室への資料提供や神戸市および 

本協会ホームページへの記載など、本協会が必要と判断した場合は市民向けPR資料のデータ作

成を行うこと。データ作成における様式や内容については本協会の指示に従い対応すること。 

（23）当業務における花壇には、市民の花壇に対する関心度を知り今後の神戸市の花壇のありかたに 

ついて反映させることを目的に、花壇の感想や意見を収集蓄積するため代表的な花壇2箇所程度 

にアンケート（QRコード）を設置すること。内容などについての詳細は、本協会と協議するこ 

と。 

 

14．その他の条件等 

（1）ルミナリエ対応について（仲町筋フラワーベース） 

神戸ルミナリエ開催時は必要に応じて歩行者の安全対策のため、仲町筋のフラワーベースを開催

数日前までに撤去し、開催後すみやかに再設置すること。 

（2）北野山本地区は景観計画区域及び一部伝統的建造物保存地区に指定されている。北野山本地区 

の景観にふさわしい花壇装飾を行うこと。 

（3）北野山本地区においては説明看板等の設置は極力控えること。 

（4）北野坂（山手幹線より北側）では花壇装飾モニュメント等の設置は不可とする。花緑で美しい 

飾花を行うこと。 

（5）オリーブの管理について 

   北野地区は、日本初の国営オリーブ園があったという歴史からオリーブの植栽に力を入れて 

いる。花壇や鉢内にオリーブを植栽している箇所については、樹形や生育状況に注意し良好 

な状態を維持すること。花壇苗との寄せ植えを行う箇所については、過湿になりすぎないよう 

注意すること。 

（6）北野坂オリーブ植栽について 

北野坂では花壇（別紙箇所）及びテラコッタに市民団体がオリーブを植栽しており、市民花壇 

として管理している。日常の維持管理業務等においても、必要に応じて市民団体と調整を行 

い、円滑な作業に努めること。なお、業務内容に支障や変更が生じる場合には監督員の指示に 

従うこと。 

（7）アニバーサリー飾花 

   最低年4回代表的な花壇において、四季を感じられるような飾花イベントを提案し実施するこ

と。また実施にあたっては、事前に実施時期、実施内容について本協会と協議の上承諾を得るこ

と。 

(8) 花壇ガイドウォーク 

   市民へ花壇の案内・解説を行うこと。1日 2回程度、年 2日程度を目安とする。 

(9) 新規にスポンサー花壇となる箇所が想定されている。飾花方針など柔軟に対応すること。 

※ただし、本仕様書の記載事項は神戸市の管理業務について本協会が受託できた場合に限る。 

 

 

 

（令和 7 年 2 月作成） 
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※異なる価格帯にある同種の

草花は、VP寸法の違いによる 

※アジサイは花付きのものを

使用すること。 

 

 



令和７年度　花壇管理業務（北野・旧居留地エリア）  総括表１

A B C Ｄはなつみき等 Ａ Ｂ C Ａ Ｂ Ｃ D

360*1200程度 280*835程度 250*700程度 φ600程度 φ400程度 φ300程度 はなかもめ(2基/本) φ300程度 φ400程度 φ500程度 φ800程度

1 中央 旧居留地（朝日会館前） 1 83.4 10.0 62.3 11.1

2 中央 旧居留地（明石町筋） 3 24

3 中央 旧居留地（仲町筋） 12 28

4 中央  ＪＲ元町駅南 1 26.0 7.8 8.2 10.0 4

5 中央 　ＪＲ新神戸駅前 18

6 中央 　北野町広場 1 1.0 1.0 11

7 中央 　北野坂 49 102.7 1.5 43.9 57.3 2 26

8 中央 　北野線バス停前 1 19.8 9.8 8.8 1.2

9 中央 　異人館通り 40

10 中央 　ハンター坂 9

11 中央 　北野入口南（円形花壇） 1 7.4 5.2 2.2

54 240.3 29.1 128.4 82.8 15 0 0 11 101 0 2 44 4 0 0

54.0 240.3 29.1 128.4 82.8 15 0 0 11 101 0 2 44 4 0 0

花 壇（㎡） フラワーベース（基） ハンギング（基） テラコッタ（基）

番号 区 名 場所名 箇所数 全面積 低木面積 宿根草面積 一年草面積

      小計

合　　計



令和7年度　花壇管理業務（北野・旧居留地エリア）  総括表2　

植替必要数量

草花Ａ

草花Ｂ

草花Ｃ

草花D

草花E

草花F

球根

小低木（アジサイ等）

中低木（コルジリネ等）

設計数量 必要数量の５％増

草花植栽

草花Ａ

草花Ｂ

草花Ｃ

草花D

草花E

草花F

球根

計 小計 株

中低木植栽

小低木（アジサイ等） 小計 株

中低木（コルジリネ等）

計 合計 株

花壇手入れ作業・灌水作業標準回数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

花壇手入れ作業（回） 5 6 9 10 10 10 9 9 8 5 5 6

灌水作業（回） 10 11 11 13 18 13 13 12 10 6 6 8

（単位：株）

花壇 フラワーベース ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄ テラコッタ 備考
4,249 745 1,220 584

965 186 305 146

48 0 0 0

19 0 0 0

29 0 0 0

30 0 0 0

100 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

（単位：株）

花壇 フラワーベース ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄ テラコッタ 備考

4,461 782 1,281 613 必要数量の５％増

1,013 195 320 153 必要数量の５％増

50 0 0 0 必要数量の５％増

19 0 0 0 必要数量の５％増

30 0 0 0 必要数量の５％増

30 0 0 0 補植計上なし、LNK用に30株増

100 0 0 0 補植計上なし

5,703 977 1,601 766

0

9,047

花壇 フラワーベース ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄ テラコッタ 備考

0 0 0 0

0 0 0 0 補植計上なし

9,047

合計回数

92

131

　※上記を標準として、天候・気候等によって回数を調整すること。

0 0 0 0 補植計上なし



 

位 置 図 

花壇 

ハンギングバスケット 

フラワーベース 



 

 

 

元町駅南 

③仲町筋 

②明石町筋 

花壇管理業務（旧居留地エリア）  

①朝日会館前 

④元町駅南 

位置図  



番号 提出書類 部数 様式 提出期限

1 業務責任者設置通知書※６ 1 様式１ 契約締結後5日以内

2 内訳明細書※６ 1 ◆ 契約締結後14日以内

3 業務計画書※６ 1 ◆ 契約締結後速やかに

4 月間予定表、週間予定表※６ 1 任意 仕様書に記載のとおり

5 業務記録写真※４ 1
仕様書に定
めるとおり 当協会の指示した日

6 作業日報 1 任意 当協会の指示した日

7 安全管理点検表 1 任意 当協会の指示した日

8 官公庁への手続き書類（写し） 1 ― 当協会の指示した日

9 剪定枝、ごみ等の処分に関する計量票（写し）※５ 1 任意 当協会の指示した日

10 花壇巡回写真 1 データ 2週に1回目安

　※１上記の書類は、業務担当課へ提出すること

　※２◆印の書類の様式については｢神戸市土木請負工事必携（令和6年10月）」および

「神戸市土木工事書類作成マニュアル（令和5年10月1日）」による

　※３安全・訓練等の実施について業務計画書に具体的計画を記載し、実施状況を記録した資料

を整備・保管し、当協会の請求があった場合は直ちに提示すること

　※４当協会の求めに応じて原本、原データを提出すること

　※５剪定枝、ごみ等の処分に関する計量票の原本を当協会に提示すること

　※６原則、pdf形式などのデータで提出すること。（データでの提出が難しい場合は紙での提出も可とする。）

提出書類一覧表







 

アルゼンチンアリの見分け方アルゼンチンアリの見分け方
都市部の公園、庭、民家周辺などで見られる日本在来
のアリは10数種類ほどです。
それらとアルゼンチンアリは以下の手順で区別します。

体の大きさは2.5～3.0mm程度である。

体はスマートである。

体の色は茶色である。

黒～灰色 or 橙色～黄色茶色（赤褐色～黒褐色）
在来アリ

8mm以上　　　　4mm　　　　2mm以下

ずんぐり

トビイロケアリ　　　アミメアリ
　（約8倍）　　　　（約8倍）

2.5～3.0mm

在来アリ

スマート

ここまで来れば残り　2～３種類！

①頭と腹が胸より色が濃い
②肉眼で腰のくびれが目立つ
③体の「つや」が強い
④体色の赤みが強い
⑤脚の長さが目立つ
⑥行列に頭の大きな兵隊アリ
   が混じる
⑦建物内まで行列は入らない
⑧行列は線状
⑨比較的ゆっくり歩く

①全身ほとんど色の濃淡がない
②肉眼では腰のくびれは目立たない
③体の「つや」が弱い
④体色に赤みがない
⑤脚の長さは目立たない
⑥行列に頭の大きな兵隊アリはいない
⑦建物の中まで行列が入る
⑧数が多い時には行列が帯状になる
⑨高速でせわしなく歩く

頭 : 濃

胸 : 薄

腹 : 濃

色の濃淡
なし

「つや・赤み」
　が弱い

「つや・赤み」
　が強い

働きアリ
（約8倍）

働きアリ（約8倍）

実物大の行列

※リーフレットの外周が実物大の行列

くびれ
目立つ

くびれ
目立たない

在来アリ

在来アリ

外来アリ

アルゼンチンアリ オオズアリ最
後
は
じ
っ
く
り
観
察
で
す
。
ど
ち
ら
？

御
用

Yes No

Yes No

Yes No

在来アリ ④体色は黒っぽい（※ほぼ黒い
　アリなので通常は体色で区別
　できますが、茶色っぽいもの
　もいるので注意！）
⑦建物内まで行列は入らない
⑧行列は線状
⑨比較的ゆっくり歩く

トビイロシワアリ

働きアリ
（約8倍）

実物大の行列

※ごく稀に黒っぽいアルゼンチンアリがいるので注意！

※1匹では分かりにくいので、リーフレット外周の実物大行列
　と比べてみて下さい

実物大 実物大



防除法

侵入種！アルゼンチンアリ

★アルゼンチンアリの防除について★

アルゼンチンアリは、南米原産のアリで人間の交易に附随して、ここ
100年ほどの間に世界中に広がった侵略的外来生物の一つです。
日本では1993年に広島県廿日市市で最初に発見され、その後、山口
県岩国市、柳井市、広島市、兵庫県神戸市、愛知県田原市などへ分布
を広げています。侵入地では、在来アリを駆逐するなど生態系への影
響が心配されるほか、頻繁に家屋内へ侵入し、食品に群がったり、布
団の中にまで入り込んで安眠を妨げたりと衛生害虫として大きな問題
になっています。このため、外来生物法の｢特定外来生物｣に指定され、
防除方法が検討されています。

アルゼンチンアリは、連続した複数の巣の中に女王アリがたくさんいる｢多女王多巣制｣という巨大な社会をつくり、
旺盛な繁殖力でどんどん増えていきます。これまで世界中の侵入地で防除が試みられてきましたが、未だ完全駆除
に成功した国はありません。このため、現時点で根本的な防除法は紹介できませんが、アリが集まりやすい環境を
なくすことと、各種殺虫剤を効果的に組み合わせることで、家屋内への侵入はかなり防ぐことができます。

地面にじかに敷かれた屋外用
ブルーシート、ベニヤ板、カ
ーペットなど

現在市販されているアリ用殺虫剤には、その形状によって大きく以下の４種類に分けられます。それぞれに長所、短所
がありますので、アリの発生状況と目的によって、使い分けまたは組み合わせて使うと効果的です。

発行：環境省　中国四国地方環境事務所　野生生物課　
 〒700-0984　岡山市桑田町18-28　明治安田生命岡山桑田町ビル1F
 TEL：086-223-1561　FAX：086-224-2081

②殺虫剤の種類と使う際の留意点

①アリが集まりやすい環境をなくす

エアゾール型

長所：目の前のアリに
即効性がある。

短所：巣の中のアリま
では防除困難で
ある。

【留意点】
●顔などに誤噴射しないように注意する。
●廃棄時は穴をあけて、ガス抜きを忘れずに。
●子供の手の届かない冷暗所に保管する。

長所：目の前のアリに即効性
があるほか、遅効性の
タイプもある。

短所：家屋内で使いにくい。

【留意点】
●水系に流入しないよう注意が必要で

ある。
●散布時に飛散した液が目に入らない

よう注意する。
●手などにかかった場合はよく洗う。
●揮発成分の含まれるものは吸入に注

意する。
●子供の手の届かない場所に保管する。

【留意点】
●水系に流入しないよう注意が

必要である。
●散布時に飛散した微粉末の

吸入に注意する。
●乳幼児やペットの誤食予防措

置が必要である。
●子供の手の届かない冷暗所

に保管する。

【留意点】
●ケースの破損によるベイトの飛散に注意する。
●乳幼児やペットの誤食予防措置が必要である。
●アルゼンチンアリには液体またはゼリー餌タイプを

使用する。

長所：殺虫成分を含むもの
もあるが持続的な忌
避効果が期待できる。

短所：薬剤自体が目立つ。

長所：設置が簡単。環境への負荷
が極めて少ない。巣のアリ
を駆除できる。

短所：遅効性なのですぐに効果が
実感できない。

液体型

粉末型
ベイト（餌）型

地面にじかに置かれた植木鉢、
プランター、ブロックなど

壁のひび割れ、地面と壁の境
にある穴など、あらゆる隙間

2006年現在の侵入地

テーブルの上などに長時間
食べ物、飲み物を放置

下の絵の左３例はアリが巣を作るきっかけとなる場所を与えています。ポイントは、地面にじかに物を置かずに立て掛
けるか台の上に置くことです。また、食べ物をテーブルの上などに長時間放置しないようにしましょう。

餌

巣
巣

巣

広島・山口地域 神戸市 愛知県田原市

屋内・屋外

主に屋外

主に屋外

屋内・屋外

連絡先

215311
タイプライターテキスト
神戸市環境局自然環境課TEL：078-595-6216　FAX：078-891-3948

215311
タイプライターテキスト
https://www.city.kobe.lg.jp/a66324/kurashi/recycle/biodiversity/linepithema_humile.html

https://www.city.kobe.lg.jp/a66324/kurashi/recycle/biodiversity/linepithema_humile.html
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